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ン
は
エ
ー
ザ
イ
と
共
同
開
発
し
て
き
た

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
新
薬
で

あ
る
「
ア
デ
ュ
カ
ヌ
マ
ブ
」
の
第
Ⅲ
相

試
験
を
中
断
す
る
と
発
表
し
、
世
界
の

製
薬
業
界
は
大
き
な
失
望
に
包
ま
れ
た
。

ビ
ッ
グ
フ
ァ
ー
マ
が
認
知
症
の
新
薬
開

発
で
次
々
と
苦
杯
を
舐
め
て
い
る
な
か
、

ア
デ
ュ
カ
ヌ
マ
ブ
こ
そ
が
救
世
主
に
な

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
を
集

め
て
い
た
か
ら
だ
。

ア
デ
ュ
カ
ヌ
マ
ブ
は
臨
床
試
験
の
初

期
段
階
で
、
認
知
症
の
主
原
因
と
し
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
、
脳
の
神
経
細
胞
の

毒
性
タ
ン
パ
ク
質
で
あ
る
β
ア
ミ
ロ
イ

ド
プ
ラ
ー
ク
を
除
去
す
る
だ
け
で
な
く
、

認
知
症
患
者
の
認
知
機
能
を
改
善
す
る

効
果
も
示
し
て
い
た
。

１
月
に
は
ス
イ
ス
・
ロ
シ
ュ
が
、
β

ア
ミ
ロ
イ
ド
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
早

期
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
治
療
薬
「
ク
レ

ネ
ズ
マ
ブ
」の
第
Ⅲ
相
を
中
断
し
た
。ア

ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
患
者
は
、
遺
伝
的

特
徴
や
臨
床
経
過
が
千
差
万
別
で
あ
る

た
め
、
確
た
る
発
症
原
因
を
捉
え
に
く

い
。製

薬
業
界
で
は
、
こ
れ
ま
で
認
知
症

治
療
の
世
界
的
な
研
究
は
、
神
経
細
胞

を
殺
し
、
認
知
機
能
を
低
下
さ
せ
る
β

ア
ミ
ロ
イ
ド
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
進

め
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
来
て
、
そ

も
そ
も
β
ア
ミ
ロ
イ
ド
が
ど
れ
だ
け
認

知
症
の
発
症
リ
ス
ク
に
影
響
を
与
え
て

い
る
の
か
、
そ
れ
す
ら
明
確
に
で
き
な

く
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
現
状
の

よ
う
だ
。

こ
れ
ま
で
米
メ
ル
ク
、
米
イ
ー
ラ
イ

リ
リ
ー
、
英
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
、
米
ジ

ョ
ン
ソ
ン
＆
ジ
ョ
ン
ソ
ン
な
ど
、
有
名

な
製
薬
会
社
が
β
ア
ミ
ロ
イ
ド
を
標
的

と
す
る
認
知
症
新
薬
開
発
に
乗
り
出
し

て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
臨
床
試
験
段
階

で
頓
挫
し
た
。
バ
イ
オ
ジ
ェ
ン
も
、
臨

床
試
験
中
止
を
発
表
し
た
直
後
、
米
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
市
場
で
株
価
が
３
割

近
く
下
落
し
、
１
８
０
億
ド
ル
に
も
及

ぶ
時
価
総
額
が
一
気
に
吹
き
飛
ん
だ
。

認
知
症
の
「
退
治
」
に
失
敗
す
る
製

薬
業
界
を
尻
目
に
、
認
知
症
と
の
「
共

存
」
を
め
ざ
す
動
き
が
、
行
政
や
地
方

自
治
か
ら
芽
生
え
つ
つ
あ
る
。
な
か
で

も
耳
目
を
集
め
る
の
は
、「
熊
本
モ
デ

ル
」
と
「
神
戸
モ
デ
ル
」
だ
。

重
層
的
な
熊
本
モ
デ
ル

熊
本
市
内
に
あ
る
認
知
症
カ
フ
ェ
公

益
社
団
法
人
認
知
症
患
者
と
家
族
の
会

で
は
、
月
に
２
回
認
知
症
患
者
と
そ
の

家
族
が
集
ま
っ
て
、
互
い
の
情
報
、
物

語
を
共
有
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

軽
食
が
用
意
さ
れ
た
空
間
は
、
ま
さ
に

快
適
な
「
カ
フ
ェ
」
の
よ
う
な
雰
囲
気

を
醸
し
出
し
て
い
る
。

壁
に
は
、
患
者
が
直
接
書
い
た
詩
や

絵
な
ど
が
か
か
っ
て
い
る
。
あ
ち
こ
ち

に
認
知
症
に
関
す
る
情
報
誌
が
置
か
れ

て
お
り
、
誰
で
も
簡
単
に
認
知
症
関
連

の
ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

時
折
、
認
知
症
患
者
自
身
が
カ
フ
ェ

ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
て
、
直
接
コ
ー
ヒ
ー

や
軽
食
を
提
供
し
た
り
す
る
。「
認
知
症

カ
フ
ェ
」
は
、
患
者
を
家
の
中
や
施
設

に
隔
離
す
る
代
わ
り
に
、
地
域
社
会
と

共
存
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
編
み

出
さ
れ
た
も
の
で
、
今
で
は
厚
生
労
働

省
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
国
の
「
新
オ

レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
」（
認
知
症
施
策
推
進
総

合
戦
略
）
の
中
核
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て

い
る
。

全
国
に
支
部
を
置
く
公
益
社
団
法
人

や
福
祉
施
設
、
地
方
自
治
体
を
中
心
に

多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
認
知
症

患
者
と
家
族
、
地
域
社
会
が
一
緒
に
運

営
す
る
と
い
う
形
態
や
、
１
回
の
参
加

費
用
が
１
０
０
〜
５
０
０
円
程
度
と
い

う
の
は
共
通
し
て
い
る
。

熊
本
県
で
は
、
熊
本
大
学
医
学
部
附

属
病
院
神
経
精
神
科
に
設
置
さ
れ
た「
認

知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
「
基
幹

型
セ
ン
タ
ー
」
と
し
、
そ
れ
に
連
な
る

県
内
11
の
精
神
科
病
院
を
「
地
域
拠
点

型
セ
ン
タ
ー
」、
そ
し
て
地
域
の
支
え
合

い
（
認
知
症
カ
フ
ェ
、
認
知
症
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
、
地
域
包
括
セ
ン
タ
ー
、
地

域
住
民
）
と
い
う
３
つ
の
層
が
連
携
し

て
、
認
知
症
の
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
を
構
成
す
る
。

認
知
症
を
「
治
療
」
と
「
隔
離
」
の

対
象
で
は
な
く
、
社
会
全
体
が
「
管
理
」

す
る
対
象
と
見
做
し
、
３
層
に
わ
た
る

構
造
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
最
初
に
取
り

組
ん
だ
の
が
、
熊
本
モ
デ
ル
だ
っ
た
と

言
え
る
。

神
戸
は「
給
付
金
と
保
険
」

一
方
、
神
戸
市
で
は
、「
神
戸
市
認
知

症
の
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」

が
18
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
。

認
知
症
の
人
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故

に
つ
い
て
被
害
者
の
損
害
を
補
填
す
る

こ
と
が
条
例
の
主
軸
だ
が
、
制
度
的
に

は
、「
給
付
金
」
と
「
賠
償
責
任
保
険
」

の
二
本
柱
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

給
付
金
制
度
は
、
認
知
症
と
診
断
さ

れ
た
人
の
行
為
が
原
因
と
な
り
、
人
身

傷
害
ま
た
は
財
物
損
壊
を
伴
う
損
害
が

発
生
し
た
場
合
に
、
被
害
者
ま
た
は
そ

の
遺
族
に
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
。
対

人
事
故
、
対
物
事
故
の
い
ず
れ
も
対
象

と
し
、
３
０
０
０
万
円
を
上
限
と
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
柱
が
、
認
知
症
と
診

断
さ
れ
た
人
が
、
２
億
円
を
支
払
い
上

限
と
す
る
賠
償
責
任
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
を
神
戸
市
が
支
え
る
仕
組
み
だ
。

こ
の
神
戸
モ
デ
ル
誕
生
の
契
機
と
な

っ
た
の
は
、
16
年
の
Ｊ
Ｒ
東
海
事
件
の

最
高
裁
判
決
だ
っ
た
。

07
年
に
愛
知
県
大
府
市
で
起
き
た
鉄

道
事
故
で
、
Ｊ
Ｒ
東
海
は
電
車
に
は
ね

ら
れ
た
認
知
症
患
者
の
家
族
に
約
７
２

０
万
円
の
損
害
賠
償
を
請
求
。
最
高
裁

は
16
年
、
家
族
に
は
賠
償
責
任
な
し
と

の
判
決
を
言
い
渡
し
た
が
、
状
況
に
よ

っ
て
家
族
が
賠
償
金
を
支
払
う
可
能
性

は
残
っ
た
。

具
体
的
に
言
う
と
、
同
判
決
は
、「
責

任
無
能
力
者
と
の
身
分
関
係
や
日
常
生

活
に
お
け
る
接
触
状
況
に
照
ら
し
、（
中

略
）
監
督
義
務
を
引
き
受
け
た
と
み
る

べ
き
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
衡
平
の
見
地
か
ら
法
定
の
監
督

義
務
を
負
う
者
と
同
視
し
て
そ
の
者
に

対
し
、
民
法
７
１
４
条
に
基
づ
く
損
害

賠
償
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
」
と

し
た
。

こ
れ
で
は
認
知
症
患
者
と
身
近
に
接

す
る
者
ほ
ど
損
害
賠
償
責
任
の
リ
ス
ク

に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
家
族
や
介

護
者
は
大
き
な
不
安
を
抱
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

筆
者
は
本
誌
16
年
４
月
１
日
号
で
も
、

認
知
症
患
者
の
家
族
も
被
害
者
も
と
も

に
不
幸
な
目
に
遭
わ
ざ
る
を
得
な
い
民

法
７
１
４
条
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
が
、

ま
さ
に
そ
れ
を
自
治
体
レ
ベ
ル
で
克
服

で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の
が
、
神
戸
モ

デ
ル
で
あ
る
。

莫
大
な
研
究
開
発
の
費
用
を
携
え
た

ビ
ッ
グ
フ
ァ
ー
マ
が
相
次
い
で
認
知
症

新
薬
開
発
に
失
敗
し
、
認
知
症
の
治
療

が
未
知
の
領
域
に
入
り
つ
つ
あ
る
。
そ

ん
な
な
か
、
熊
本
県
や
神
戸
市
な
ど
で

成
果
を
出
し
つ
つ
あ
る
、
地
域
主
導
の

「
共
存
」
の
取
り
組
み
は
注
目
に
値
す
る
。

神
戸
医
療
産
業
都
市
の
生
み
の
親
の

ひ
と
り
で
も
あ
る
、
井
村
裕
夫
・
同
推

進
機
構
名
誉
理
事
長
（
写
真
）
は
、
ア

ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
や
生
活
習
慣
病
な
ど

の
予
防
に
関
す
る
「
先
制
医
療
」
の
提

唱
者
で
も
あ
る
。
認
知
症
対
策
と
そ
の

予
防
、
先
制
医
療
の
分
野
で
、
引
き
続

き
国
を
リ
ー
ド
で
き
る
か
。
今
後
の
取

り
組
み
に
も
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

状
況
だ
。

「
人
類
が
最
後
に
か
か
る
病
気
は
、『
希

望
』
と
い
う
名
の
病
気
で
あ
る
」

こ
れ
は
『
星
の
王
子
さ
ま
』
を
書
い

た
、
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
名
言
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
う
少
し
現

実
の
医
学
に
目
を
向
け
れ
ば
、
人
類
が

最
後
ま
で
太
刀
打
ち
で
き
な
い
「
最
後

の
病
」
は
認
知
症
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
神
戸
医
療
産
業
都
市
推
進

機
構
医
療
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
セ
ン

タ
ー
の
所
長
で
、
が
ん
の
権
威
で
も
あ

る
京
都
大
学
の
福
島
雅
典
名
誉
教
授
に
、

同
様
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

福
島
氏
曰
く
、
が
ん
は
克
服
し
つ
つ

あ
り
、
か
つ
長
期
化
し
て
社
会
に
負
担

を
か
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な
い

が
、
認
知
症
は
患
者
が
亡
く
な
る
ま
で

永
続
し
、
社
会
の
負
担
が
大
き
い
。

患
者
は
増
え
続
け
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム

世
代
が
75
歳
以
上
に
な
る
25
年
に
は
、

日
本
の
認
知
症
患
者
は
約
７
０
０
万
人

に
達
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
３
月
21
日
、
米
バ
イ
オ
ジ
ェ

ビ
ッ
グ
フ
ァ
ー
マ
が
躓
く
認
知
症
薬
と
い
う「
鬼
門
」

「
退
治
」で
は
な
く「
共
存
」を
め
ざ
す
自
治
体
の
挑
戦	

神
戸
市
議
会
議
員
・
元
国
会
議
員
政
策
秘
書
　
岡
田
裕
二


